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国土交通省中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

特殊車両の指導・取締りを実施します。
（平成３０年度第１回を実施）

１，概 要

道路を通行する車両については、大きさや重量を制限しており、一般的制限値を超える

車両を「特殊車両」といいます。

多治見砂防国道では、道路の保全と交通の危険防止を図るため(参考資料１) 、岐阜県

多治見警察署の協力を得て、現地において特殊車両等の指導・取締を行います。

当事務所では、平成３０年度第１回目の実施となります。

２，資 料 別 紙１ ： 現地取締り場所位置図等
別 紙２ ： 取材申込書
参考資料１： 違反大型車両が道路構造物に与える影響
参考資料２： 特殊車両について（道路法・車両制限令）

３， その他 報道関係者を対象に公開します。
取材をご希望の方は、取材申込書(別紙２)に必要事項を記載の上、FAXにて
お申し込み下さい。（駐車場は別紙１をご覧下さい。）

解 禁 指 定 有

配 布 先

多治見市政記者クラブ

ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾋﾄ

国土交通省 多治見砂防国道事務所 副所長 松山 直人 TEL 0572-25-8020
ミズノ ヒロユキ

国土交通省 多治見砂防国道事務所 建設専門官 水野 裕之 TEL 0572-25-8027
FAX   0572-23-7236

Tajimi Office of Sabo and National Highway

特殊車両は、道路管理者がやむを得ないと認めたときに限り、通行に必要な条件(走行時間帯、誘導車の配置、
徐行など)を付してその通行を許可しています。(参考資料２)

■日 時：平成３０年６月１４日（木） １３時３０分～１５時３０分
(解禁日：平成３０年６月１４日（木） １７時)

予備日：平成３０年６月１５日（金） １３時３０分～１５時３０分
(解禁日：平成３０年６月１５日（金） １７時)

（天候の状況等により中止する場合があります。）
■場 所：一般国道１９号 土岐市泉町河合地先 土岐車両重量計測所（別紙）

問 合 せ 先

平成３０年６月７日

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル ♯9910 （通話料無料・24時間受付）

解禁日 平成３０年６月１４日１７時



現地取締り場所位置図等 別紙１

実施場所：国道１９号 上り 46.7kp
（土岐市泉町河合地先 土岐車両重量計測所）

広域

至瑞浪IC
至多治見IC 土岐IC

至 恵那至 名古屋

⓳
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詳細

土岐川

出典：地理院地図より

出典：地理院地図より

記者集合場所及び駐車場

取材現場へのルート
：長野県方面からのルート
：愛知県方面からのルート

（土岐車両計測所へは国道１９下り線からは、
乗り入れ出来ないため、一度計測所を超え
ていただき、山野内交差点を利用して上り線
よりお入りください。）

過去実施状況（H29.8.25  実施時）

計測中 指導・啓発状況

平成２９年度 取締実施状況
取締り実施回数 ： ７回
計測車両台数 ： １９台
違反車両 ： １９台
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別紙２

　　　　　　　　　　　　　（予備日に変更となった場合は、こちらから連絡させていただきます。）

連 絡 先 等

電話番号　（　　　　　　　）　　　　　　　　－

ＦＡＸ番号　（　　　　　　　）　　　　　　　　－

メールアドレス

参 加 人 数 　　　　　　　　　名（代表者含む）

特殊車両指導・取締り

取　材　申　込　書

ＦＡＸ番号：０５７２－２３－７２３６
多治見砂防国道事務所　道路管理課　宛

貴 社 名

氏 名 （ 代 表 者 ）

第１回取締りの取材をご希望の報道関係者様は必要事項を記入の上、
平成３０年６月１２日（火）までに下記宛てに送付をお願い致します。






